
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

令和２年２月３日 

にぎわいＯＳＡＫＡ商店街ねっと 第 36号 

（メールマガジン）２月号 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

こんにちは。大阪市経済戦略局商業担当です。 

風邪やインフルエンザ等が流行する季節です。手洗いやマスクなどでしっかり予防してください。 

「にぎわいＯＳＡＫＡ商店街ねっと」第 36号は以下のとおりです。 

--------------------------------------- 

【目次】 

１ 「商都大阪」活性化推進事業セミナー（２部制）のご案内 

２ （中小企業庁）令和２年度予算「商店街活性化・観光消費創出事業」の募集について 

３ 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口の設置について 

４ 受動喫煙防止対策にかかるご案内 

５ 商店街等のイベント情報の募集 

--------------------------------------- 

※過去の配信については、ホームページ 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000434582.html 

のバックナンバーをご覧ください。 

 

============================== 

１ 「商都大阪」活性化推進事業セミナー（２部制）のご案内 

============================== 

2019 年度からスタートしたインバウンド・観光消費獲得に向けた本セミナーの今年度最終回は２部制

で開催します。 

第１部は、商店街の方々が実際にポケトークなどの翻訳機器を体験した報告会となっています。 

第２部は、具体的な大阪の商店街の魅力を学びながら、街の魅力を発掘する場となっています。 

第１部のみ、第２部のみの参加でも可能です。申込方法など詳しくはホームページをご覧ください。 

日時：令和２年２月 25日（火曜） 

第１部：13時 30分から 14時 45分まで 

第２部：15時から 16時 30分まで 

場所：大阪産業創造館５階 研修室Ａ・Ｂ 

参加費：無料（事前申込制） 

ホームページ： https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000393634.html#seminar 

 

 

============================== 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000434582.html
https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000393634.html#seminar


２ 令和２年度予算「商店街活性化・観光消費創出事業」の募集について 

============================== 

 中小企業庁では、地域外や日常の需要以外から新たな需要を効果的に取り込み、消費の喚起につなが

る商店街等の取組を支援する事業として、令和２年度予算「商店街活性化・観光消費創出事業」を実施し

ます。商店街の環境整備やイベント実施等について、実効性のある取組を支援します。 

本事業の申込みには地方自治体の支援計画書が必要となります。 

大阪市支援計画書応募締切（一次募集）：令和２年２月 20日（木曜） 

 ホームページ：https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000467045.html 

 

 

============================== 

３ 新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者相談窓口の設置について 

============================== 

 今般、新型コロナウイルスの流行により、幅広い中小企業等への経営面、資金面への影響が懸念される

ことから、『新型コロナウイルスに関する相談窓口』が設置されましたのでお知らせいたします。 

・大阪府よろず支援拠点（大阪産業創造館２階） 

問合わせ先：06-4708-7045 

 ホームページ（大阪府）：http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=37193 

 なお、新型コロナウイルスに関連し、医療機関を受診する際や、啓発チラシの掲示・配架を行う場合は、

下記ホームページをご覧ください。 

 ホームページ：https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000490878.html 

 

 

============================== 

４ 受動喫煙防止対策にかかるご案内 

============================== 

 2020 年４月から、飲食店や事業所等の施設は「原則屋内禁煙」となり、屋内でたばこを吸う際は専用

喫煙室の設置が必要になります。 

大阪市では飲食店や事業所等を対象に説明会を開催します。説明会終了後、大阪市内の飲食店に限り、

「喫煙可能室設置施設」の届出を受け付けます。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

 ホームページ：https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000488693.html 

 

なお、受動喫煙防止対策を行う際は、下記のような制度がございますので、ぜひご活用ください。 

（厚生労働省・都道府県労働局）受動喫煙防止対策助成金 

ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html 

（大阪府）大阪府受動喫煙防止対策補助制度 

 ホームページ：http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/judokituenhojokin.html 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000467045.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=37193
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000490878.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000488693.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/judokituenhojokin.html


 

============================== 

５ あなたの商店街の情報をメールマガジンに掲載しませんか 

============================== 

商店街のイベント情報等を募集しています。 

ホームページ「にぎわいＯＳＡＫＡ商店街ねっと」の情報提供シートを送付してください。 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000434582.html 

 

 

--------------------------------------- 

・大阪市商店街支援メニュー 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000393634.html 

・大阪市商店街振興ふるさと寄付金 

さとふる（大阪市専用ページ）：https://www.satofull.jp/city-osaka-osaka/ 

大阪市ホームページ：http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000446969.html 

【関連団体】 

・大阪市商店会総連盟 

http://osaka-shotengai.com/ 

・大阪市商店会総連盟メールマガジンの登録 

http://osaka-shotengai.com/mailmagazine.html 

--------------------------------------- 
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